
 

 

 
 

 

 
狭山水みらいセンター（管理棟） 

決算書掲載頁　391

本市の公共下水道により集められた汚水を適正に処理する。
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狭山MC　水処理施設（2-2-2系）設備工事　H23～H25
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細事業：流域下水道事業負担金                             

１．流域下水道事業負担金 

本市の公共下水道により集められた汚水を適正に処理した。 

 

(1) 負担金、補助及び交付金 

  ① 市内の各家庭や工場から排出される汚水を処理するため、大阪府が施工する施設（狭山水みらいセンタ

ー、中継ポンプ場及び管渠等）の建設負担金を負担した。 

    大和川下流南部流域下水道建設負担金             ５８，４３７，３１３円      

 

   ② 大阪府が管理する狭山水みらいセンターは、本市のほかに大阪狭山市及び富田林市の３市の汚水を処理

しているため、処理場周辺の環境整備事業費を一定基準により三市で負担した。 

     狭山水みらいセンター周辺環境整備事業負担金          ４，８２４，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

狭山水みらいセンター（全景） 


